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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 医 師 の 診 断 に 必 要 な 医 用 画 像 を 表 示 す る 表 示 手 段 と 、
　 前 記 医 用 画 像 に 対 し て 診 断 支 援 プ ロ グ ラ ム を 起 動 し て 解 析 を 行 な う 解 析 手 段 と 、
　 前 記 表 示 手 段 に 表 示 中 の 前 記 医 用 画 像 に つ い て 医 師 の 診 断 が 終 了 し た

前 記 医 用 画 像 に 対 す る 前 記 解 析 手 段 の 解 析 結 果 を 前 記 表 示 手 段 に
表 示 さ せ る 制 御 手 段 と
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 診 断 支 援 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 さ れ た 診 断 支 援 シ ス テ ム に お い て 、 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 解 析 手 段 の 解
析 結 果 を 表 示 し た 医 用 画 像 と 前 記 診 断 終 了 後 の 医 用 画 像 と を 並 列 に 表 示 す る こ と を 特 徴 と
す る 診 断 支 援 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 さ れ た 診 断 支 援 シ ス テ ム に お い て 、 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 解 析 手 段 の 解
析 結 果 を 表 示 し た 医 用 画 像 を 前 記 診 断 終 了 後 の 医 用 画 像 に 重 ね 合 わ せ て 表 示 す る こ と を 特
徴 と す る 診 断 支 援 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 １ 、 ２ 又 は ３ に 記 載 さ れ た 診 断 支 援 シ ス テ ム に お い て 、 前 記 制 御 手 段 は 、 医 師 の
サ イ ン が 存 在 す る か 否 か 、 医 師 が 作 成 し た ア ノ テ ー シ ョ ン が 存 在 す る か 否 か 、 前 記 医 用 画
像 の 表 示 時 間 が 所 定 値 以 上 で あ る か 否 か 少 な く
と も 一 応 じ て 前 記 医 用 画 像 に つ い て 医 師 の 診 断 が 終 了 し た 認 定 す る こ と を 特 徴
と す る 診 断 支 援 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 １ 、 ２ 、 ３ 又 は ４ に 記 載 さ れ た 診 断 支 援 シ ス テ ム に お い て 、 前 記 制 御 手 段 は 、 前
記 解 析 手 段 の 解 析 結 果 と 前 記 医 師 の 診 断 終 了 後 の 結 果 に 応 じ て 異 常 部 位 の 特 徴 量 を 抽 出 し

こ と を 示 す 付 加 情
報 の 存 在 を 認 定 し た 後 に

を 前 記 付 加 情 報 と し 、 こ れ ら の 付 加 情 報 の
つ に こ と を



、 そ の 特 徴 量 を 前 記 診 断 支 援 プ ロ グ ラ ム の 解 析 処 理 に 反 映 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 診 断 支
援 シ ス テ ム 。
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